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和泉市公共施設マネジメント推進本部会議設置要綱 

 

（設置） 

第１条 この要綱は、公共施設マネジメントを推進するため設置する組織について必要な事項

を定める。 

（組織） 

第２条 公共施設マネジメントを推進するため、和泉市公共施設マネジメント推進本部会議（以

下「推進本部」という。）を置く。 

２ 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。 

３ 本部長は、公共施設マネジメント担当副市長をもって充て、推進本部の事務を総理する。  

４ 副本部長は、他の副市長及び教育長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故あると

き又は本部長が欠けたときは、その職務を代行する。 

５ 本部員は、別表に定める者をもって充てる。 

６ 本部長が必要と認めるときは、本部員に適当な者を追加することができる。 

（所掌事務） 

第３条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。 

（１）和泉市公共施設マネジメント推進審議会に諮問及び報告する事項に関すること。 

（２）和泉市公共施設等総合管理計画の進行管理に関すること。 

（３）公共施設マネジメントに関連する施策及び事業の推進における関係部局間の総合調整に

関すること。 

（４）前各号に掲げる事項のほか、公共施設マネジメントの推進に関し本部長が必要と認める

こと。 

 （会議） 

第４条 推進本部の会議（以下「会議」という。）は、本部長が招集し、本部長がその議長とな

る。 

２ 前条第３号及び第４号に規定する所掌事務に係る会議を開催する場合は、本部員の中から

本部長が指名する者を出席させるものとする。 

３ 本部長は、必要と認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資

料の提出を求めることができる。 

 （ワーキングチーム） 

第５条 推進本部は、庁内全体で公共施設マネジメントを推進していくために、必要に応じ、
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その下部組織としてワーキングチームを設置することができる。 

２ ワーキングチームは委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

３ 委員長は、公共施設マネジメント担当課長をもって充て、ワーキングチームの会務を総理

する。 

４ 副委員長は、委員の互選により定め、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

５ 委員は、次に掲げる課（室）の長とする。 

（１）公共施設等総合管理計画の対象となる施設を所管している課（室） 

（２）市の総合調整及び行政経営に関する事務を所管している課（室） 

（３）市の財政に関する事務を所管している課（室） 

６ ワーキングチームは、推進本部の指示に従い事務を遂行し、その結果を本部に報告する。 

７ ワーキングチームは、必要に応じてグループ別に事務を行うことができる。 

（庶務） 

第６条 推進本部の庶務は、公共施設マネジメント担当課において行う。 

（補則） 

第７条  この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が会議に 

諮って定める。 

 

附 則（平成２８年４月２１日） 

（施行期日） 

１ この訓令は、令達の日から施行する。 

 （公共施設等総合管理計画策定委員会設置要綱の廃止） 

２ 公共施設等総合管理計画策定委員会設置要綱（平成２７年８月３日制定）は、廃止する。 

 

   附 則（平成２９年６月１３日一部改正） 

この訓令は、令達の日から施行する。 

 

   附 則（平成２９年８月７日一部改正） 

この訓令は、令達の日から施行する。 

 

   附 則（令和３年１月１３日一部改正） 



 

3 

この訓令は、令達の日から施行する。 

 

   附 則（令和４年４月７日一部改正） 

この訓令は、令達の日から施行する。 

 

   附 則（令和５年６月２２日一部改正） 

この訓令は、令達の日から施行する。 

 

別表（第２条関係） 

  役    職 

本部員 参与 

〃 危機管理部長 

〃 市長公室長 

〃 総務部長 

〃 環境産業部長 

〃 福祉部長 

〃 市民生活部長 

〃 子育て健康部長 

〃 都市デザイン部長 

〃 上下水道部長 

〃 消防長 

〃 教育・こども部長 

〃 生涯学習部長 




